
平
成
二
十
七
年
二
月
五
日
提
出

質

問

第

三

六

号

い
わ
ゆ
る
「
ブ
ラ
ッ
ク
企
業
」
に
対
す
る
求
人
制
限
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

井

坂

信

彦
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い
わ
ゆ
る
「
ブ
ラ
ッ
ク
企
業
」
に
対
す
る
求
人
制
限
に
関
す
る
質
問
主
意
書

第
一
八
九
通
常
国
会
に
お
い
て
内
閣
提
出
予
定
の
若
者
雇
用
対
策
法
案
（
仮
称
）
は
、
公
共
職
業
安
定
所
の
新
規
学
卒
者
の

求
人
情
報
に
、
い
わ
ゆ
る
「
ブ
ラ
ッ
ク
企
業
」
か
ら
の
応
募
は
受
理
し
な
い
と
す
る
制
限
が
設
け
ら
れ
る
予
定
で
あ
る
。
こ
の

「
ブ
ラ
ッ
ク
企
業
」
の
求
人
制
限
は
、
公
共
職
業
安
定
所
の
み
を
対
象
に
し
、
民
間
就
職
支
援
サ
イ
ト
を
対
象
外
と
し
て
い
る

た
め
、
そ
の
実
効
性
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
「
ブ
ラ
ッ
ク
企
業
」
の
求
人
制
限
に
つ
い
て
、
次
の
事
項
に
つ
き
質
問

す
る
。

一

厚
生
労
働
省
は
平
成
二
十
三
年
よ
り
若
者
の
「
使
い
捨
て
」
が
疑
わ
れ
る
企
業
へ
の
重
点
監
督
を
行
い
、
こ
の
重
点
監
督

は
い
わ
ゆ
る
「
ブ
ラ
ッ
ク
企
業
」
の
取
り
締
ま
り
と
報
道
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
「
ブ
ラ
ッ
ク
企
業
」
の
定
義
と
は
何
か
。

二

二
〇
一
五
年
三
月
の
大
学
卒
業
予
定
者
で
、
就
活
サ
イ
ト
を
活
用
し
就
職
活
動
を
行
っ
て
い
る
者
を
対
象
に
し
た
「
大
卒

者
等
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
た
就
職
活
動
に
関
す
る
調
査
結
果
」
で
は
、
就
職
活
動
を
す
る
上
で
最
も
役
立
っ
た
手
段

と
い
う
問
い
に
、
五
四
・
七
％
が
リ
ク
ナ
ビ
、
マ
イ
ナ
ビ
等
の
民
間
就
職
サ
イ
ト
、
一
方
で
四
・
二
％
が
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
な

ど
公
共
の
就
職
支
援
と
回
答
し
て
い
る
。
公
共
職
業
安
定
所
に
限
定
し
た
求
人
制
限
で
、
新
規
学
卒
者
の
い
わ
ゆ
る
「
ブ

ラ
ッ
ク
企
業
」
に
就
職
し
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
効
果
を
ど
の
程
度
見
込
ん
で
い
る
の
か
。

一



三

「
大
卒
者
等
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
た
就
職
活
動
に
関
す
る
調
査
」
に
よ
る
と
、
民
間
の
就
職
支
援
サ
イ
ト
（
リ
ク

ナ
ビ
・
マ
イ
ナ
ビ
等
）
へ
登
録
し
た
学
生
が
九
六
・
五
％
に
対
し
て
、
キ
ャ
リ
ア
セ
ン
タ
ー
・
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
の
就
職
相

談
を
実
施
し
た
学
生
は
五
七
・
三
％
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
新
規
学
卒
者
の
求
職
手
段
と
し
て
は
民
間
就
職
支
援
サ
イ

ト
が
主
要
で
あ
り
、
民
間
就
職
支
援
サ
イ
ト
の
い
わ
ゆ
る
「
ブ
ラ
ッ
ク
企
業
」
の
求
人
拒
否
の
協
力
が
、
新
規
学
卒
者
の
適

切
な
求
職
手
段
に
有
用
で
あ
る
と
考
え
る
。
今
法
案
で
、
民
間
就
職
支
援
サ
イ
ト
が
「
ブ
ラ
ッ
ク
企
業
」
の
求
人
拒
否
義
務

の
対
象
と
な
ら
な
い
理
由
は
何
か
。

右
質
問
す
る
。

二


